
徳
島
県
畜
産
関
係
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
畜
産
関
係
使
用
料
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
初
診
料
の
項
を
削
る
。

附

則

1

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
附
則
第
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
初
診
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

三
校

　

徳
島
県
畜
産
関
係
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
六
日
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門

　
　徳

島
県
条
例
第
三
十
八
号




